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○ 平成 27年 10月から 12月までにおける政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況（入
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○ 保安林の指定の解除予定（森づくり課） 
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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
十
号 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並

び

に

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

を

利

用

す

る

方

法

（

埼

玉

県

Ｎ

Ｐ

Ｏ

情

報

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
一
月
五
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ち
ぇ
ぶ
ら 

三 

代
表
者
の
氏
名 

永
田 

京
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
所
沢
市
西
所
沢
一
丁
目
十
七
番
二
十
―
千
一
号
グ
リ
ー
ン
ミ
ユ
キ
西
所
沢 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
身
体
の
ケ
ア
と
更
年
期
の
正
し
い
知
識
の
普
及
に
関
す
る
活
動
を
行
い
、
国

民
の
健
康
増
進
と
ラ
イ
フ
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
実
現
に
寄
与
し
、
誰
も
が
心
身
の
「
健
康
」
を
選

択
で
き
る
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
十
一
号 

平
成
二
十
七
年
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
に
お
け
る
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の

状
況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
件
数 

な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
十
二
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た

の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
秩
父
市
大
滝
字
栃
本
タ
キ
川
ト
ハ
五
六
四
三
の
二
六 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

水
源
の
か
ん
養
の
た
め 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

指
定
理
由
の
消
滅 

 
 

 
 

  
 

     



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
十
三
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

和
光
北
イ
ン
タ
ー
地
域
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
新
倉
二
丁
目
の
一
部
、
四
丁
目
の
一
部
、
五
丁
目
の
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
新
倉
五
丁
目
四
番
一
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日 

 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
六
月
十
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
七
○
○
一
六
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
一
月
七
日 

 
 

川
建
セ
第
二
七
〇
〇
七
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
字
築
地
前
千
五
百
十
八
番
四
十
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
月
の
輪
一
丁
目
六
番
地
五
Ｋ
・
Ｓ
ウ
ェ
ル
ネ
ス

二
〇
一 

 
 

米
田 

武
史 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
一
月
十
二
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
七
〇
〇
一
三
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
一
月
八
日 

 
 

越
建
セ
第
四
一
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
百
間
一
丁
目
三
十
八
番
一
、
三
十
八
番
七
、
三
十
九
番
一
、 

 
 

三
十
九
番
二
、
三
十
九
番
六
、
三
十
九
番
七 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
本
郷
九
百
四
十
三
番
地
一 

折
原 
昭 
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